
高 知 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 指 示 第高 知 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 指 示 第高 知 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 指 示 第高 知 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 指 示 第 919 19 19 1号号号号     

漁 業 法 （ 昭 和 24年 法 律 第 267号 ） 第 67条 第 １ 項 及 び 第 130条 第 ４

項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り コ イ （ マ ゴ イ 及 び ニ シ キ ゴ イ を い

う 。 以 下 同 じ 。 ） に 関 し 、 持 ち 出 し 及 び 放 流 の 制 限 並 び に 遺 棄 の

禁 止 を 指 示 す る 。  

平 成 22年 ９ 月 21日  

高 知 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 会 長  樋 口  清 允  

１  指 示 の 内 容  

(１ ) 持 ち 出 し の 制 限  

県 内 の 公 共 用 水 面 及 び こ れ と 連 接 し て 一 体 を 成 す 水 面 （ 以

下 「 公 共 用 水 面 等 」 と い う 。 ） に お い て 、 コ イ が コ イ ヘ ル ペ

ス ウ イ ル ス 病 に か か り 、 又 は か か っ て い る 疑 い が あ る と 知 事

が 認 め た 場 合 は 、 当 該 公 共 用 水 面 等 （ 当 該 公 共 用 水 面 等 に 設

置 し た 工 作 物 等 に よ り 、 コ イ の 遡
そ

上 が 考 え ら れ ず 、 制 限 す る

必 要 が な い と 判 断 さ れ る 上 流 域 を 除 く 。 ） に お い て は 、 生 き

た ま ま コ イ を 持 ち 出 し て は な ら な い 。 た だ し 、 公 的 機 関 が コ

イ ヘ ル ペ ス ウ イ ル ス 病 の ま ん 延 防 止 の 処 置 を 講 ず る 場 合 は 、

こ の 限 り で な い 。  

な お 、 当 該 公 共 用 水 面 等 の 範 囲 に つ い て は 、 知 事 が 別 に 定

め 、 速 や か に 公 表 す る も の と す る 。  

(２ ) 放 流 等 の 制 限  

県 内 の 公 共 用 水 面 等 に コ イ を 放 流 し よ う と す る 者 は 、 当 該

コ イ が 次 に 掲 げ る 要 件 の す べ て に 該 当 し て い る こ と を 確 認 し

な け れ ば な ら な い 。  

ア  コ イ ヘ ル ペ ス ウ イ ル ス に 汚 染 さ れ た 水 域 に 由 来 す る も

の で な い こ と 。  

イ  コ イ ヘ ル ペ ス ウ イ ル ス に 汚 染 さ れ た 水 域 に 由 来 す る コ

イ と 水 を 介 し て の 接 点 が な い こ と 。  

ウ  Ｐ Ｃ Ｒ 検 査 （ ポ リ メ ラ ー ゼ 連 鎖 反 応 法 に よ る 検 査 を い

う 。 ） で コ イ ヘ ル ペ ス ウ イ ル ス 陰 性 が 確 認 さ れ た コ イ 群

で あ る こ と 。  

(３ ) 遺 棄 の 禁 止  

生 死 を 問 わ ず 、 県 内 の 公 共 用 水 面 等 に コ イ を 遺 棄 し て は な

ら な い 。  

(４ ) (１ )の 指 示 は 、 焼 却 等 の 処 分 を す る コ イ に つ い て は 、 適

用 し な い 。  

２  指 示 の 期 間  

平 成 22年 ９ 月 22日 か ら 当 分 の 間  

 



高 知 県 告 示 第高 知 県 告 示 第高 知 県 告 示 第高 知 県 告 示 第 5505 5 05 5 05 5 0号号号号     

高 知 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 指 示 第 91号 に よ り 、 コ イ （ マ ゴ イ

及 び ニ シ キ ゴ イ を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が コ イ ヘ ル ペ ス ウ イ ル ス 病

に か か り 、 又 は か か っ て い る 疑 い が あ る と 認 め ら れ た た め 、 生 き

た ま ま コ イ を 持 ち 出 す こ と を 禁 止 す る 県 内 の 公 共 用 水 面 及 び こ れ

と 連 接 し て 一 体 を 成 す 水 面 の 範 囲 を 次 の と お り 定 め る 。  

平 成 22年 ９ 月 21日  

高 知 県 知 事  尾 﨑  正 直  

香 宗 川 水 系 本 支 流 、 香 美 市 土 佐 山 田 町 の 杉 田 発 電 用 え ん 堤 の 上

流 端 か ら 下 流 の 物 部 川 本 流 及 び こ の 区 間 で 合 流 す る 同 川 水 系 支

流 、 国 分 川 水 系 本 支 流 、 下 田 川 水 系 本 支 流 、 十 市 川 （ 石 土 池 及 び

住 吉 池 を 含 む 。 ） 、 高 知 市 の 鏡 多 目 的 え ん 堤 の 上 流 端 か ら 下 流 の

鏡 川 本 流 及 び こ の 区 間 で 合 流 す る 同 川 水 系 支 流 、 新 川 川 水 系 本 支

流 、 渡 川 水 系 本 支 流 （ 高 知 県 と 愛 媛 県 と の 県 境 か ら 上 流 の 区 域 を

除 く 。 ） 、 伊 与 木 川 水 系 本 支 流 並 び に 吾 川 郡 仁 淀 川 町 の 大 渡 ダ ム

か ら 下 流 の 仁 淀 川 本 流 及 び こ の 区 間 で 合 流 す る 同 川 水 系 支 流 並 び

に こ れ ら に 連 接 す る 用 水 路 、 た め 池 等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

内 水 面 漁 場 管 理  

委 員 会 指 示  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

高 知 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 指 示 第 10 0号  

も く ず が に の 資 源 回 復 及 び 持 続 的 利 用 を 図 る た め 、 漁 業 法 （ 昭

和 24年 法 律 第 267号 ） 第 67条 第 １ 項 及 び 第 130条 第 ４ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 令 和 ２ 年 11月 26日 に 、 次 の と お り も く ず が に に 関 し 、 採 捕

の 禁 止 を 指 示 し た 。  

令 和 ２ 年 11月 26日 （ 掲 示 済 ）  

高 知 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 会 長  筒 井  一 水  

１  指 示 の 内 容  

(１ ) 採 捕 の 禁 止 の 期 間  

12月 １ 日 か ら 翌 年 ７ 月 31日 ま で  

(２ ) 採 捕 の 禁 止 の 区 域  

県 内 の 河 川 等 の 内 水 面 及 び こ れ ら と 連 接 し て 一 体 を 成 す 水

面  

２  指 示 の 適 用 除 外  

１ の 指 示 は 、 国 の 機 関 若 し く は 地 方 公 共 団 体 （ 大 学 等 の 試 験

研 究 機 関 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） が 、 も く ず が に に 係 る 調 査 、 試

験 研 究 、 教 育 実 習 若 し く は 種 苗 生 産 （ 以 下 「 調 査 等 」 と い

う 。 ） を 目 的 と し て 採 捕 す る 場 合 （ 当 該 国 の 機 関 又 は 地 方 公 共

団 体 か ら 委 託 、 補 助 そ の 他 の 関 与 を 受 け て 採 捕 す る 場 合 を 含

む 。 ） 又 は 高 知 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 の 承 認 を 受 け た 者 が 、

も く ず が に に 係 る 調 査 等 を 目 的 と し て 採 捕 す る 場 合 は 、 適 用 し

な い 。  

３  指 示 の 有 効 期 間  

令 和 ２ 年 12月 １ 日 か ら 令 和 ５ 年 11月 30日 ま で  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高 知 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 指 示  

○ も く ず が に の 採 捕 の 禁 止 に つ い て の 指 示  

〈 11・ 26掲 示 〉  

 



 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

内 水 面 漁 場 管 理  

委 員 会 指 示  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

高 知 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 指 示 第 10 1号  

て な が え び 類 の 資 源 回 復 及 び 持 続 的 利 用 を 図 る た め 、 漁 業 法

（ 昭 和 24年 法 律 第 267号 ） 第 120条 第 １ 項 及 び 第 171条 第 ４ 項 本 文

の 規 定 に 基 づ き 、 令 和 ３ 年 ２ 月 ９ 日 に 、 次 の と お り て な が え び 類

に 関 し 、 採 捕 の 禁 止 を 指 示 し た 。  

令 和 ３ 年 ３ 月 ９ 日  

高 知 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 会 長  林 田  千 秋  

１  指 示 の 内 容  

(１ ) 採 捕 の 禁 止 の 期 間  

９ 月 １ 日 か ら 翌 年 ３ 月 31日 ま で  

(２ ) 採 捕 の 禁 止 の 区 域  

県 内 の 河 川 等 の 内 水 面 及 び こ れ ら と 連 接 し て 一 体 を 成 す 水

面  

２  指 示 の 適 用 除 外  

１ の 指 示 は 、 国 の 機 関 若 し く は 地 方 公 共 団 体 （ 大 学 等 の 試 験

研 究 機 関 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） が 、 て な が え び 類 に 係 る 調 査 、

試 験 研 究 、 教 育 実 習 若 し く は 種 苗 生 産 （ 以 下 「 調 査 等 」 と い

う 。 ） を 目 的 と し て 採 捕 す る 場 合 （ 当 該 国 の 機 関 又 は 地 方 公 共

団 体 か ら 委 託 、 補 助 そ の 他 の 関 与 を 受 け て 採 捕 す る 場 合 を 含

む 。 ） 又 は 高 知 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 の 承 認 を 受 け た 者 が 、

て な が え び 類 に 係 る 調 査 等 を 目 的 と し て 採 捕 す る 場 合 は 、 適 用

し な い 。  

３  指 示 の 有 効 期 間  

令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ６ 年 ３ 月 31日 ま で  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高 知 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 指 示  

○ て な が え び 類 の 採 捕 の 禁 止 に つ い て の 指 示  

 



 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

内 水 面 漁 場 管 理  

委 員 会 指 示  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

高 知 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 指 示 第 10 2号  

県 内 の 河 川 等 の 内 水 面 及 び こ れ ら と 連 接 し て 一 体 を 成 す 水 面

（ 以 下 「 内 水 面 等 」 と い う 。 ） に お け る に ほ ん う な ぎ の 採 捕 に つ

い て 、 漁 業 法 （ 昭 和 24年 法 律 第 267号 ） 第 120条 第 １ 項 及 び 第 171

条 第 ４ 項 本 文 の 規 定 に 基 づ き 、 令 和 ３ 年 ２ 月 ９ 日 に 、 次 の と お り

指 示 し た 。  

令 和 ３ 年 ３ 月 ９ 日  

高 知 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 会 長  林 田  千 秋  

（ 採 捕 の 制 限 ）  

１  県 内 の 内 水 面 等 に お い て 、 10月 １ 日 か ら 翌 年 ３ 月 31日 ま で の

間 、 全 長 21セ ン チ メ ー ト ル を 超 え る に ほ ん う な ぎ を 採 捕 し て は

な ら な い 。 た だ し 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 こ の 限 り

で な い 。  

(１ ) 高 知 県 漁 業 調 整 規 則 （ 令 和 ２ 年 高 知 県 規 則 第 73号 ） 第 47

条 第 １ 項 の 知 事 の 許 可 を 受 け た 者 が 、 当 該 許 可 の 範 囲 内 で 採

捕 す る 場 合  

(２ ) 国 の 機 関 又 は 地 方 公 共 団 体 （ 大 学 等 の 試 験 研 究 機 関 を 含

む 。 以 下 同 じ 。 ） が 、 に ほ ん う な ぎ に 係 る 調 査 又 は 試 験 研 究

を 目 的 と し て 採 捕 す る 場 合 （ 当 該 国 の 機 関 又 は 地 方 公 共 団 体

か ら 委 託 、 補 助 そ の 他 の 関 与 を 受 け て 採 捕 す る 場 合 を 含

む 。 ）  

（ 指 示 の 有 効 期 間 ）  

２  こ の 指 示 の 有 効 期 間 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31日 ま で と す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高 知 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 指 示  

○ 内 水 面 等 に お け る に ほ ん う な ぎ の 採 捕 に 係 る 指 示  

 


